
流通科学大学 リサーチレター  №37 
 

 

地域ブランド研究に関する一考察（Ⅱ） 

－既存研究の限界点と今後の課題－ 

 

流通科学大学流通科学研究科 洪 性舜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 4 月 
 

 

 

 

 

流  通  科  学  大  学  学  術  研  究  会 

〒6 5 1 - 2 1 8 8 神戸市西区学園西町３丁目１番 
TEL：078-794-2130 FAX：078-797-2261 
 

 

 



地域ブランド研究に関する一考察（Ⅱ）  

－既存研究の限界点と今後の課題－  
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本研究は、2004 年に改正された商標法によって再び注目を浴びた地域ブランドの研究業績をレ

ビューした研究である。そのレビュー結果を考察（Ⅰ）と考察（Ⅱ）に分け、まず考察（１）を

研究した結果、既存研究の特徴や論点が明らかになった。考察（Ⅱ）では、考察（Ⅰ）の研究結

果を踏まえ、地域ブランド研究の限界点を指摘した。そして、それを改善できるプロセスモデル

とブランド化主体組織の範囲を改めて示し、今後の課題も示した。  

キーワード：地域ブランド、ブランディング、アンブレラ・ブランド、 P la c e  B r a n d in g  

 

 

Ⅲ．既存の主要地域ブランド研究の特徴  

本稿では、地域ブランド論に関する既存の日本と海外の主要研究を検討することを目的として

いる。その目的に基づいて考察（Ⅰ）では、既存の主要地域ブランド論研究を検討しながら、分

析した。分析の結果、次の 3 つの特徴が明らかになった。  

第 1 は、ブランド化対象に対する研究者の考え方である。日本の研究者は、地域のブランド化

対象を地域全体 1（地域そのもの）と地域資源（産品、観光サービスなど）に分けている。そして、

ブランド化の対象として考えられる地域の資源は地域ならではのもの、すなわち地域性 2を基盤に

作り上げたもの（資源）である。この視点から考えると地域の資源である地域の特産品はブラン

ド化の対象として欠かせない存在である。プレイス・ブランディングでは、プレイス（国家）が

主なブランド化の対象であり、地域資源はプレイスのブランディングを支援する商品として考え

る傾向が強い。それにもかかわらず、日本と海外の地域ブランド（プレイス・ブランディング）

の共通点は、場所（プレイス）もブランドの付与対象として考えていること、地域や地域資源の

ブランド化する際に様々な地域イメージを 1 つにまとめ上げ、そのイメージを基盤に地域と地域

資源（産品、観光など）を結び付ける戦略、いわゆるアンブレラ・ブランド（ Umb re l l a  Br an d）戦

略を求めることである。  

第 2 は、ブランド化を担う主体組織に関する考えの欠如である。日本の政府は地域の特産品を
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真似した偽物から保護し、識別性を上げる方法として関連する商標法を改正した。政府によって

改正された商標法は「地域団体商標制度」であり、2 0 0 6 年４月から施行された。この法律によっ

て、定められた規則（ルール）は 2 つである。まず①商品（あるいは、サービス）名は、「地域の

名称」と「商品 (サービス )名」等の組み合わせからなること、②その地域ブランドの登録とブラン

ド化展開を担う主体組織は地域に根ざした団体の出願であることである。 つまり、昔から地域の

特産品として認められてきた特産品でも、この規則に従わないと地域ブランドとして認められな

い。これは、昔から様々な地域の特産品を展開している地域は納得しにくいことであり、消費者

の間にも困難を招く。一方、プレイス・ブランディングの研究では、特に規則はないと考えられ

る。なぜなら、プレイス（国）のブランディングが展開できる主体組織は政府（行政）以外に考

えられないからである。  

第 3 は、ブランド化が求める最終目的である。世界の国々は技術の変化・国際的競争・人口減

少・少子高齢化・経済活動の都市への集中などにより地域（プレイス）の経済が衰退されてきた

3。そのため、地方自治体は財政危機に陥り、破綻をきたすようになった。地方自治体の財政危機

を克服する方法として地域ならではのもの、すなわち地域や地域資源にブランドを付けて当該地

域や地域資源の認知度を上げ、その販売範囲を広げる。さらに、地域外から当該地域へ人の流入

を増やすことによって地域経済の活性化を狙った。これが地域ブランドの主な目標である。一方、

プレイス・ブランディングは原産国イメージと自国生産品、あるいは産業と連結して輸出の増加

を狙った。このプレイス・ブランディングは原産国イメージマーケティングが 1 9 9 0 年半ば以降に

変更され、発展してきた。その結果、自国製品の輸出増加を狙いながらも、それより外資系から

当該プレイスへの投資誘致や人材流入などを増加させることに発展した。プレイス・ブランディ

ングは、海外から投資誘致と人材流入、訪問者（観光・ビジネス関連など）の増加も狙っている。

このことは既存の原産国イメージマーケティングから発展した概念である。  

以上の 3 点は考察（Ⅰ）の検討結果である。既存研究は、地域ブランドに関する様々な問題意

識に基づいて問題を論じているが、それらを全体として整理するならば、既存研究は大きく 6 つ

の観点から議論を進めたと考えられる。これらの 6 つの次元（観点）は、（ 1）ブランド化対象（ 2）

依拠する理論（ 3）ブランド化主体組織（ 4）ブランド化の中心的な概念（ 5）ブランド化の目的（ 6）

ブランド化プロセスモデルである。  

本稿では、既存研究の主要論点であるこれら 6 つの次元それぞれについて、何が論じられてき

たのか、何が明らかになってきたのかを検討することによって、地域ブランド論の全体像を明ら

かにすることを目的としている。さらにこの検討を通じて、既存の地域ブランド研究の限界点が

明らかになる。  
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1．ブランド化対象  

地域ブランドは、地域や地域資源にブランドを付け、消費者に特別なものとして認識させるこ

とである。それに関連した先行研究が地域ブランド論であり、それを研究テーマとして研究した

先行研究の業績（文献）を分析した。その結果、地域ブランド（プレイス・ブランディング）の

ブランド化対象は、その範囲ごとによって 3 つにまとめられる。  

第 1 は、一番広い範囲としてプレイス（国、あるいは地域）であり、この研究の主な対象は国

家である 4。国をブランディングすることによって、国全体のイメージを作り上げ、国全体の経済

を活性化することを狙っている。これらはグローバル市場において、技術革新（発展）やプレイ

ス間の競争が激化するなどに影響を受けている。技術の発展はプレイスのマーケティングやブラ

ンディングを以前より容易にするため、各々のプレイスの情報やメッセージの発信がしやすくな

った。これらの発信情報を受けた買い手側は当該プレイスを認識することができ、そのプレイス

へ観光・留学・投資などの（消費）行動をするようになる。このことが当該プレイスのイメージ

形成に影響を及ぼす。さらに、プレイス・ブランディングを展開する組織は、消費者が当該プレ

イスへ観光（訪問）し、産品（商品やサービスなど）の購入によって形成されたプレイスのイメ

ージをプレイス全体イメージとして発展させ、そのイメージをプレイス内の様々な産業、製品（有

形）やサービス（無形）などに被せている。従って、プレイスが持つ肯定的なイメージを維持・

管理することが重要であり、これらの維持・管理ができると、海外から投資誘致、人材流入の増

加、さらに、自国製品の輸出増加の効果も期待できる。このような概念の始まりは COC（ Co u n t ry -

o f - I ma ge、あるいは Co un t r y  O f  O r ig in；以下 COC に総称）であるが、概念の適用範囲は COC より

広い。さらに、単純にものを売るより、プレイスの競争力を上げる意味を強く持つ。世界のグロ

ーバル化につれ、プレイス間の競争が激しくなったため、プレイスのブランディングを展開して

他のプレイスと差別化しようとしている。  

第 2 は、プレイス（国）内の地方自治体（地域）であり 5、その範囲は北海道・青森県・大阪府

などである 6。商店街や観光地として開発・展開して地域経済の活性化を狙っている。プレイス内

の行政区域を基盤に分けている範囲である。前述した第 1 の範囲より絞られているし、プレイス

内の特定地域資源、いわゆる観光資源（観光・商店街など）が主なブランド化の対象である。こ

れらの範囲は狭いが、プレイスと同じく目に見える物理的な形態がないため、買い手側に肯定的

な地域イメージを持たせることが重要である。買い手側が肯定的なイメージを持つことによって

当該地域の資源（観光地や関連サービスなど）を買いたい・行きたい（訪問する）・住みたい（移

住）などの行動に影響を与える。従って、当該地域は買い手側に肯定的なイメージを持たせるた

め、イメージ形成に影響を与える情報やメッセージを発信することが重要な役割である。なぜな

ら、物理的に形態がないため、それを直接体験するのは、観光地に訪問すること以外に他ならな

いからである。従って、地域そのもの（地域全体）のブランド化を担う主体組織はどうすれば買

3



い手側が行きたい（訪問したい）気持ちを持つようになり、そしてその気持ちをどうすれば実際

の行動（購買）に繋げられるかを考えなければならない。北海道・青森・大阪・京都などの地域

は、当該地域が作り上げた地域イメージをブランド化することによって買い手側に肯定的なイメ

ージが形成される。そのイメージを地域内の様々な地域産品に被せるとシナジー効果も享受でき

る。そうすると、地域と地域産品、両方が互いに相乗効果を期待することもできる 7。  

第 3 は、一番小さい範囲を持つ地域の特産品やその加工品などである 8。この範囲に当たる地域

ブランドは食べ物が多いし、これらのブランド化は単独よりプレイス（地域を含む）のブランド

化と共に展開する場合が多い。また、その対象は、有形のもの（例えば、地域の特産品やその加

工品など）と無形のもの（例えば、ご当地料理や観光サービスなどのサービス）に分けられる。

従って、地域ブランドの対象は、その範囲ごとに国・地方自治体（地域）・地域の特産品 があり、

地域産品やその加工品など物理的に形態がある有形製品と地域そのもの（観光地を含む）とサー

ビスなど形態がない無形製品がある。この範囲は一番小さい範囲にもかかわらず、物理的に形態

がある傾向が強い。それゆえに、売り手側と買い手側の目線が確実に確認できるものであり、ブ

ランド化も第 1 のプレイスと第 2 の地域に比べて比較的にしやすい。なぜなら、物理的に形態が

あるため、買い手側が消費者に売ろうとしているものが互いに確認できるからである。買い手側

にブランドは、製品と同じものとして認識している傾向が強い。  

そもそもブランドという用語は、古代ノルウェー語「 Bran d r」から派生したことであり、「焼き

印を押す」という意味を持つ語句である。つまり、自分が所有している家畜などを他人の所有物

と区別や識別するため、使用された語句である 9。従って、ブランドは、売り手側が財（有形）や

サービス（無形）を識別し、競争相手のものと識別化しようとする売り手側の記号（ ネーム、ロ

ゴ、商標、パッケージ、シンボルなど）であり 1 0、これらの記号が売り手側と買い手側の間にコミ

ュニケーションを形成し、それを持続可能にすることである。  

しかし、この範囲の地域資源は、単独にブランド化する場合、消費者に地域のブランド商品と

して認識することが難しい。そのため、地域ブランドを研究する研究者はこのような商品（地域

の特産品）のブランド化において商品単独ではなく、地域そのもののブランド化と同時にブラン

ド化することを求めている。恐らく、売り手側が地域自体の存在を認識させるために使える道具

（媒体）として考えていると言えよう。このように地域や地域資源のブランド化対象はおよそ 3

つに分けられる。この 3 つを対象として地域ブランドを展開するためには、その対象について地

域ならではの資産、すなわち地域性が基盤になる 1 1。さらに、地域や地域資源（産品・観光などの

資源）のブランド化は地域性を基盤に統合したイメージの展開によって地域と地域資源の相乗効

果が期待できる 1 2。地域（プレイス）や地域資源のブランド化は地域性の合致程度によってその

成果が異なる。ある地域、あるいは地域商品を思い浮かべる際に、その地域イメージと地域商品

がすぐ頭に浮かべたことは地域イメージと地域商品の合致程度が高くなっていることを意味して
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いると考えられる。  

以上、地域ブランドのブランド化対象について検討した。地域ブランド論におけるブランド化

の対象は、プレイス（国家）、プレイス内の地域、そしてプレイスや地域内の地域資源である。そ

の対象は地域全体、あるいは観光や関連サービスなどの無形と地域産品やその加工品などの有形

のもとと区別できる。これらの両方の間にギャップが生じることは避けられないため先行研究で

は、そのギャップを埋める方法として、様々なイメージの統合を求めた。地域ブランド研究者は、

イメージを統合するためにブランド・アイデンティティの設定を提案した 1 3。これによって地域

や地域産品は互いに影響を及ぼす存在になることを示している。  

 

2 依拠する理論  

アメリカ・マーケティング協会によると、ブランドとは「個別の売り手もしくは売り手集団の

商品やサービスを識別させ、競合他社の商品やサービスと差別化するためのネーム、言葉、記号、

シンボル、デザイン、あるいはそれらを組み合わせたもの」であると示している 1 4。このような視

点から地域ブランドを考えると、地域ブランド（プレイス・ブランディング）は、地域や地域資

源にブランドを付け、他の地域や地域資源と差別化しようとする戦略である。ビジネスブランド

におけるブランドは商品（企業、あるいは個別製品）とブランドという 2 つの要素が結ばれて構

成されている。同じく地域ブランドも商品（地域、あるいは地域資源）とブランドという 2 つの

要素が結ばれている。つまり、ビジネスブランドと地域ブランドの構成要素は商品とブランドが

結び付いた二者構造を持つ。地域ブランド研究では、ビジネスブランドと同じく地域を企業とみ

なし、地域資源は企業の個別ブランドと見なして研究を進めている。それゆえに、地域ブランド

におけるブランド論は欠かせない中心的な理論であるし、既存研究でも地域性に基づいた地域イ

メージ、あるいは地域のアイデンティティを設定するなどのブランド理論を適用している 1 5。  

このように地域ブランド論が依拠している理論はビジネスブランド論であり、ブランド論の中

にも 2 つの特徴に焦点を当てている。まず第 1 は、地域のアイデンティティ設定である。このア

イデンティティは、売り手側が買い手側（消費者）に発信しようとする情報やメッセージを統合

することに役に立つ。地域や地域資源のブランド化は地域内の様々なステークホルダーの意見一

致がなければ展開できない。換言すると、地域や地域資源のブランド化しようとする地域が買い

手側に伝える情報やメッセージを設定・統合する際に、このアイデンティティの役割が重要であ

る。地域や地域資源のブランド化を担う組織は地域内のステークホルダーが集まって立ち上げた

組織であるがゆえに、組織内の意見を一致させることは難しい。その際、このアイデンティティ

は構成員間の意見一致を可能にする。  

第 2 は、地域イメージ形成である。このことは地域アイデンティティと関連されていることで、

売り手側が地域アイデンティティを基盤に作り上げた情報やメッセージを発信し、それを受けた
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買い手側が持つイメージである。既存研究では、統合して一貫したメッセージを発信することが  

重要であると示した。売り手側が発信する情報やメッセージが統合され、一貫性がある情報とし

て買い手側に伝えると買い手側は当該地域に対して 1 つのイメージを持つようになる。このよう

になると、売り手側は統合されたこのイメージを地域内に様々な地域資源に被せることが可能に

なり、そしてアンブレラ・ブランド戦略の追求も可能になる。  

ケラー（ Kel l e r）は、ブランドイメージについて消費者のブランドについて知覚であり、消費者

の記憶内にあるブランド連想を反映したものだという見解は一般に受け入れられていると示した

1 6。地域や地域資源のブランド化は地域ならではのエクイティ（資産）を構築する過程と考えら

れる。こ のイメージはブランド ・エクイティの構成要 素であり、これはブラ ンド連想（ Bran d  

Asso c i a t io n）である 1 7。  

既存の地域ブランド論では、当該地域（良い、あるいは肯定的な）イメージの構築をブランド

化の成功の鍵と示している。そのため、当該地域（プレイス）が持つ地域ならではの文化・自然

環境・気候などの資産を基盤に様々な地域や地域資源のイメージを開発し、統合することを求め

ている。統合されたイメージによって地域全体のイメージを１つにまとめて連想させることがで

き、この連想は、他の地域や地域資源と差別化の重要な基盤を提供する 1 8。  

地域イメージは自然環境・気候・文化・ライフスタイルなどの地域性を基盤して作る 1 9。地域性

を基盤に地域イメージが作れるし、このイメージは地域や地域資源のブランド化に重要な戦略に

なる。地域性に基づいて作り上げたイメージは当該地域ブランド商品（地域や地域資源）が消費

者に他の地域ブランドと識別する手段になる。さらに、品質を保証し、価値の提供を約束するこ

とによって顧客と長い付き合いを築きあげるための手段でもある 2 0。地域から連想されるイメー

ジは消費者に好ましくなる必要があり、そのイメージの形成がブランド化の核心である。ブラン

ド化は地域のコア・イメージを表わすものとしてイコン（あるいは、アイコン； i co n）の形成を提

案し、そのイコンは地域の唯一性を示さなければならない 2 1。  

ビジネスブランドと同じく地域資源のブランド形成過程もプロダクト・ライフサイクル論と見

なすことができる。そもそもある地域では、地域産品が存在して、①この地域産品が地域内の企

業によって生産・販売される（導入期）、②生産・販売された地域産品にブランドを付け、他の地

域と差別化する（成長期）③差別化したその地域産品のブランドが形成されたことを維持する（成

熟期）流れの特徴を持つ。ビジネスブランドと同じく地域や地域資源のブランド化も地域の資産

である地理的な位置、歴史、産業、生活といった有形無形の資産を基盤したブランド・アイデン

ティティの設定から始まる 2 2。このように地域ブランド研究では、ブランド構築のためにブラン

ドが持たなければならないブランド要素 2 3に関して論じている。  

以上、地域ブランド論研究の主要理論に関して検討した。その結果、地域ブランド研究におい

てビジネスブランド論は欠かせない主な理論の軸である。地域のアイデンティティに基づいて作
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り上げた情報やメッセージの統合ができ、統合された情報やメッセージは結果的に買い手側の地

域イメージ形成に影響を与える。買い手側に形成されたこのイメージは、また当該地域の他の資

源と繋がり、その地域に対する連想の集合を作る。地域に対する連想要素が多いほど連想が強く

なり、これらの連想の強さは消費者の購買行動（選択）に影響を及ぼし、差別化のもとになる。

これらは地域や地域資源ブランドのブランド・マントラ形成や確立を強化する 2 4。その連想によ

って強化されたイメージはアンブレラ・ブランド戦略を可能にする。そして、消費者が持つ地域

ブランドの連想が強くなるとそのイメージ全体を買い手側はシンボルとして頭に残る。このシン

ボルはプレイスの製品、素材、そして能力（品質やデザインなど）と密接に関連している 2 5。  

  

3．ブランド化主体組織  

地域や地域資源ブランド化をするためには、その展開を担う主体組織が必要である。日本の場

合、 20 0 5 年 6 月に成立した改正法（ 2 0 0 6 年 4 月に施行）において地域団体商標制度が導入され、

この制度では、ブランド化を担う主体組織を法律的に定めた 2 6。政府によって定められたブラン

ド化の主体組織構造は一般企業の組織構造と異なる。なぜなら、地域や地域資源のブランド化を

担う組織の構造は地域内の利害関係者（ステークホルダー）が集まって立ち上げたからである。

従って、地域ブランドのブランド化を担う組織リーダーの役割も一般企業と若干異なる。一般企

業の場合、組織のリーダーに権限が集中され、社内の構成員（社員）に指示を下す体系を持つが、

地域ブランドのブランド化を担う主体組織の場合、一人のリーダーに権限が集中されず、組織内

の利害関係者に同等に分散されている 2 7。つまり、一般企業は垂直的関係を持つことに対して地

域や地域資源をブランド化する主体組織は水平的な関係を持つ。地域や地域資源をブランド化す

る主体の組織構造が複雑なことはブランド化が円滑に進めない要因にもなる。  

このように、地域や地域資源のブランド化を担う主体組織は、大きく政府・団体・企業の 3 つ

にまとめられる。第 1 は政府である 2 8。プレイス（国家）がブランディングの対象になる場合、

それを担う主体組織は政府になる可能性が高い。なぜなら、一般企業や団体などの組織がブラン

ディング展開主体になってプレイス（国家）をブランディングすることは 難しいからである。国

家をブランディングするために、国全体のアイデンティティ設定やイメージの構築は、それに合

わせたインフラストラクチャーの整備、関連した法律の改正（緩和）など、そしてマーケティン

グ戦略やブランディングを展開しなければならない。これらの展開は、大きな資金の投入が必要

であり、関連法律や規制を改正するためには政府の力がなければならない。従って、プレイスの

ブランディングを展開する主体は政府のみが遂行できる。しかし、プレイス・ブランディングに

関連した研究では、主体組織について議論されていないが、プレイスをブランディングの対象と

して展開するがゆえに、主な組織は政府であると理解できる。  

第 2 は団体（地方自治体を含む）である 2 9。この主体組織は地域や地域資源のブランド化を展
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開する際に法理的に定められた主体組織である 3 0。この主体組織は北海道、青森、京都などのプ

レイス内の地域そのものをブランド化する際、その展開を担う場合が多い。それ以外に地域産品

のブランド化を担う場合もある。地方自治体が当該地域ならではのイメージを構築するためには

プレイスと同じく地方自治体全体のイメージを構築する必要があり、それを企業が主体になって

展開することは困難である。なぜなら、この場合も大きな資金の投入、並びに関連法理、インフ

ラストラクチャーなどの構築が必要になるからである。そのため、政府の支援を受けることもあ

る。このように政府と団体が主な主体組織になるのは、物理的に形態がない場合が多いし、プレ

イスと地域のインフラストラクチャー整備や関連した法律の改正や緩和などが伴う必要がある。

これらの地域イメージは、地域内の社会基盤施設・都市基盤施設などを整備することによって買

い手側に当該地域のイメージを認識させることができる。  

第 3 は企業である 3 1。地域産品やその加工品などは地域に根差した企業が生産・販売する場合

が多い。これらのブランド化は昔から当該地域に根差した地域企業が多いが、一部は団体がブラ

ンド化を担う場合もある。物理的に形態あるため、買い手側にアピールすることはプレイスや地

域に比べるとより簡単である。しかし、これらのブランド化は当該地域イメージを被せないと、

地域産品に扱われず、一般企業の商品、すなわちコモディティー化（ co mmo d i t y）されやすい問題

点もある。このような弱点があるからとは言えないが、既存の先行研究では、地域性を基盤して

作り上げた地域イメージを被せることを求めている。つまり、アンブレラ・ブランド戦略の追求

である。  

地域団体商標制度によると、地域や地域資源のブランド化を担う主体組織について規定してい

る 3 2。それにも関わらず、内閣府政策統括官室と中小基盤整備機構の間の地域ブランド定義（概

念）が異なる 3 3。そのため地域ブランドに対する定義は統一されず、まだ曖昧さがある 3 4。地域ブ

ランド研究でも、地域名を冠していなくても、特定地域と強く結び付いたものも存在することか

ら、特定地域との関係性をブランド・アイデンティティの中核とするものは、地域名を冠してい

るか否かにかかわらず、地域産品ブランディングとみなすことができる 3 5と指摘している。政府

はブランド化の主体組織を規定したものの、各々の研究者は、ブランド化展開を担う主体組織に

関する法律的な制限は考えていない。一方、プレイス・ブランディング研究では、プレイス（国）

が主な対象であるため、政府以外が主体組織になるのは難しい。国家ブランドを作り上げるため、

国が主体組織になって国全体のイメージを作り上げる必要があり、そのイメージをプレイス内に

存在する企業・個人・団体などが活用して製品を販売する体系（システム）の構築ができる。  

以上、地域ブランド（プレイス・ブランディング）においてブランド化を担う主体組織につい

て分析した。地域や地域資源のブランド化に主体組織の存在は欠かせない。この組織は地域内の

様々なステークホルダーが集まって構成されているためその構造は複雑である。その目的も一般

企業と異なり、さらに組織の構成員は水平的（同等）な権力を持つ。従って、一般企業のように
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素早い戦略の展開が難しくなり、失敗に対する責任の所在も明確されていない。要するに、水平

的な権力構造は、構成員の意見が一致しなければ、ブランド化が難しくなる困難性を持つ。 この

ような問題点を既存研究でも指摘しており、これは地域ブランドにおけるブランド化の阻害要因

である 3 6。いずれにせよ地域内のステークホルダーが組織として機能するならば、その主体は企

業であれ、政府であれ、個人であれ、ブランド化を担う主体組織になれる。換言すると、地域の

利害関係者（ステークホルダー）の間に協力体制を強化し、明確な目標を設定した上で、ブラン

ド化を展開する方が重要な課題である。それらを可能にする強いリーダーシップを持つリーダー

の存在が必要であり、その責任も明確することが望ましい 3 7。このことが地域（プレイス）や地域

資源のブランド化における見逃せない重要なことであろう。  

 

4．ブランド化の中心的な概念  

地域ブランド（あるいは、プレイス・ブランディング）論は主にビジネスブランド論の理論を

地域ブランドに適用しながら、研究されている。そのため、地域を企業と見なし、地域資源は企

業の個別ブランドと見なしている。従って、企業であれ、地域であれ、自社製品（地域や地域資

源）のブランド化することにおいてブランド・アイデンティティの構築が求められる。なぜなら、

このアイデンティティは企業、あるいは地域の理念やビジョン、そして買い手側へ発信するメッ

セージなどを作り上げる基盤になるからである。しかしながら、地域の場合、地域性という概念

が加わるし、それが地域アイデンティティの中心的な概念になる。この地域性は地域が持つ自然、

歴史、文化、伝統、そして地域の自然的資源と人文的・社会的要素が基盤になる 3 8。換言すると、

地域の価値である景観・自然環境・歴史背景・文化・風土・特産品などの地域固有の資源は、買

い手側に当該地域イメージの形成に影響を及ぼす 3 9。  

一方、プレイス・ブランディングでは、プレイス全体を基盤した原産国イメージ形成が重要で

ある。プレイスも地域と同じく地域的な位置によって社会的・文化的・地理的に独特な資産を持

つ。つまり、原産国のイメージは地理的な位置・気候・文化・宗教・教育などに基づいて形成が

でき、そのイメージにプレイスならではの特徴が含められる。この特徴はプレイス・アイデンテ

ィティの基礎になり、さらにプレイス固有の特徴、いわゆる地域性はプレイス内の産品や産業と

連結する。この連結は連想の核となり、買い手側の頭の中に強く残される。買い手側の頭に長期

間残るため、プレイスをブランディングする際に、地域的な資産と連結したプレイスストーリー

の構築が求められる 4 0。さらに、地域性（地理的な資産）は地域ブランドを管理に関する関連シス

テムの統合も可能にする。  

以上、地域（プレイス）や地域資源におけるブランド化展開の中心的な概念について分析した。

地域ブランド（プレイス・ブランディング）の展開は、地域ならではの特徴、すなわち地域性に

基づいて地域のアイデンティティが設定できる 4 1。従って地域性、あるいは地理的な資産は地域
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や地域資源のブランド化において欠かせない概念である。地域ブランド（プレイス・ブランディ

ング）論において地域ならではの地域性を基盤にどのようなアイデンティティを作り上げるのか

がこれらの研究を進めている研究者の間に共通している課題である。  

 

5．ブランド化の目的  

それぞれの地域や地域資源のブランド化研究が示した狙いは、少子高齢化がもたらした人口の

減少傾向、そして経済の東京とその周辺都市への集中化などによる、衰退していく地方自治体（地

域）経済を活性化することである 4 2。買い手側（消費者）に当該地域や地域資源に対して買いた

い・訪ねたい・住みたいなどの気持ちを持たせる。それによって地域外から人々の流入が増え、

地域は地域内の生産・消費の拡大ができ、それはまた税収の確保を可能にする。地域はこれらの

循環システムの構築による地域経済の活性化を狙っている。一方、プレイス・ブランディングの

目的は若干異なる。プレイス・ブランディングは、COC（ Co u n t r y-o f- I ma g e、原産国イメージ）マ

ーケティングの概念を基盤している。原産国イメージマーケティングは自国生産品に原産国イメ

ージを被せ、輸出の増加、すなわち販売範囲の拡大や生産量を増加させるのが狙いである。この

概念が拡張され、プレイス・ブランディングに発展するとともに、目的も販売範囲の拡大や生産

量の増加も含めて外資系の投資誘致や人材流入まで広くなった。いずれにせよ地域（プレイス）

や地域資源のブランド化に力を入れている理由は、地域（プレイス）の経済を活性化するためで

あることは違いない。  

このようにプレイス（国）経済、あるいは地域経済の活性化を狙っていることが地域や地域資

源のブランド化とプレイス・ブランディングの共通点である。しかし、両方は若干異なる点もあ

り、それは 2 つにまとめることができる。第 1 は、地域経済の活性化戦略である 4 3。地域ブラン

ドは地域の資源（観光、あるいは産品やその加工品など）に当該地域イメージを被せることによ

って買い手側（人々）に当該地域に対する興味を引き起こすことが狙いである。この視点から考

えると、地域のブランドは COC（ Co u n t ry-o f- I ma ge）戦略の縮小版であると言える。従って、その

概念を適用する範囲はプレイスより狭い（プレイス内の地域）範囲である。概念を適用する範囲

が狭くなったため、地域や地域資源のブランド化が向いている買い手側は当該地域、あるいはプ

レイス内の全体地域（全国）が対象になる。つまり、地域や地域資源のブランド化戦略の主なタ

ーゲットはプレイス内（国内）が中心であり、主な競争相手は他の地域や地域資源であることが

分かる。  

続いて第 2 は、プレイス（国家）経済の活性化である 4 4。プレイス全体のイメージをグローバ

ル消費者（買い手側）に対して当該プレイスの興味を引き起こすことを狙っている。しかし、第

1 の買い手側と少し異なる点があり、それはプレイス資源（観光や産品など）の購買拡大のみな

らず、プレイス内、あるいはプレイス外から当該プレイスに投資することを狙う投資誘致がそれ
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である。この戦略概念は COC（ Co u n t ry-o f- I ma ge）戦略から始まり、自国産業の製品輸出を増加す

ることが目的であった。しかし、技術革新と情通通信技術の発達などがもたらした世界のグロー

バル化につれ、当該プレイスの識別性を上げ、他プレイスと異なる特別なプレイスとして認識さ

せるために原産国イメージマーケティングからプレイス・ブランディングに発展 してきた。この

ようにプレイス・ブランディングは、自国企業の生産品の輸出増加も含めて海外から投資誘致や

人材流入の増加まで視野に入れた。それによって内需市場や消費の拡大が期待でき、またそれは

プレイス経済の活性化に繋がる。  

以上、地域ブランド（プレイス・ブランディング）論におけるブランド化の目的について分析

した。その結果、地域であれ、プレイスであれブランド化の狙いは地域（プレイス）経済の活性

化である。地域（プレイス）の活性化は市場や消費の拡大によって実現することは共通している

が、それを実現するために投入する方法（市場や消費の拡大させる）は若干異なっている。地域

ブランド論では、内需（日本）消費を拡大して地域経済の活性化を狙う。一方、プレイス・ブラ

ンディング論では、市場のグローバル化を予想し、それによって投資誘致や人材流入がもたらす

効果を狙っている。それはまた、プレイス内の需要や消費を拡大させ、プレイス経済の活性化に

繋がる。そのため、プレイス・ブランディングはプレイス内の地域間に競争することより、プレ

イス間（国家間）の競争に目が向いている。一方、地域ブランドはまだ、国内の地域間の競争に

とどまっていることが分かる。要するに、地域ブランドの目的は地域（都道府県）経済の活性化

であり、それを引き起こす方法は内需消費の拡大が中心である。しかし、プレイス・ブランディ

ングは、市場のグローバルによって拡大される市場や需要が中心である。このことが地域ブラン

ド論とプレイス・ブランディング論における大きな差異点である。  

 

6．ブランド化プロセスモデル  

地域ブランド研究では、地域や地域資源のブランド化を始まりから地域経済の活性化に繋がる

までの流れをプロセスモデル化して提示されている 4 5。換言すると、地域や地域資源のブランド

化を担う主体組織のビジネスモデルである。地域（企業）が自社製品（地域資源）の販売によっ

て地域が追求した目的の達成過程を構造化したのがこのブランド化プロセスモデルである。これ

らの研究が示したプロセスモデルでは、ほぼ売り手側の立場においてプロセスモデルが作られた。

しかし、大方らと大森の研究では、売り手側のみならず、買い手側の立場も含めてプロセスモデ

ルを提示した。様々な地域ブランド研究が示したブランド化プロセスモデルは、地域や地域資源

のブランド化がどのような発展（展開）を経って地域経済の活性化に繋がったのかをあらわして

いる。地域は地域ごとに産品と文化・環境などが異なるため、それによって当該地域や地域資源

のブランド化戦略と方法が異なる場合が生じる。その部分に注目した地域ブランド研究者は、様々

なブランド化プロセスモデルを提示している。  
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一方、プレイス・ブランディング研究テーマとして研究した P ap ad o po ulo s・Kav ara t z i s・ Tr eg ea r  

an d  Go r to n・ Ive r s en  an d  He m の研究ではプロセスモデルがほぼ提示されていない。だた、 Ive r sen  

an d  He m だけは、プレイス・アンブレラ・ブランディングを構築するために地域性（ p ro ven an ce）

と関連性が強い特徴（ Ch arac t e r i s t i c s）の統合を決定する 6 つ特性要因を提示している。プレイス

の資源（地理的・文化的）とプレイスの特徴を結び付けてプレイスの連想を強化したアンブレラ・

ブランドの構築することに焦点を当てている。これらの研究では、ブランディングプロセスモデ

ルが示されていないものの、その戦略は一貫してアンブレラ・ブランドの構築を提案している。

この戦略は主に政府（国）によって推進される場合が多いゆえに、アンブレラ・ブランド戦略の

展開を求めている。地域ごとではなく、様々な地域を 1 つに統合し、プレイス（国）全体のイメ

ージを作り上げるため、多様なプロセスモデルを示すことは困難ではないのかと思われる。   

以上、地域ブランド論における地域や地域資源のブランド化プロセスモデルに関して分析した。

その結果、ブランド化対象の範囲が狭くなっている場合、プロセスモデルが提示されている傾向

が強い。一方、ブランド化対象の範囲が広くなっている場合は提示していない傾向があることが

確認できた。しかし、ブランド化対象の範囲に関係せず、アンブレラ・ブランド戦略を求めてい

ることは共通点である。地域や地域資源のブランド化は地域内の様々なイメージを統合してその

イメージを全体イメージとして展開することをあらわしているし、それをブランド化プロセスモ

デルとして示している。  

 

図表 1 各研究者が取り上げている地域ブランド論の特徴  

 

出所：各研究者の研究より筆者作成  

12



今までの議論、（ 1）ブランド化対象（ 2）依拠する理論（ 3）ブランド化主体組織（ 4）ブランド

化の中心的な概念（ 5）ブランド化の目的（ 6）ブランド化プロセスモデルを要約して示すならば、

図表 1 の通りである。  

 

Ⅳ．従来の地域ブランド研究における限界点  

今まで地域や地域資源のブランド化に関して分析した。地域ブランド論はビジネスブランド論

を適用しながらその研究を論じている。そのため、ブランド化に中心的な概念は地域（プレイス）

ならではの特徴、すなわち地域性である。さらに地域性は、地域アイデンティティ設定の基盤に

なり、地域イメージの連想を強化する。ブランド化に必要なブランド要素に関する研究は多くな

されているものの、問題点もある。この問題点は 3 つに分けて指摘できる。まず第 1 は、地域ブ

ランドのブランド化を担う主体組織対象範囲の曖昧さである。改正された地域団体商標制度によ

ると、地域や地域資源のブランド化を担う主体組織は明確に規定されている。この規定（ルール）

に従わないと、昔から地域の特産品を生産・加工・販売してきた地域企業の地域ブランド商品で

も当該地域ブランド商品として認められない可能性が高い。第 2 は、地域や地域資源がブランド

力を持つために展開する活動に関する研究が不十分である。地域ブランド構築に必要なブランド

要素に関する研究業績は十分にされている。しかし、ブランドを確立する活動、いわゆるマーケ

ティングやブランディング活動に関する研究は十分ではない。第 3 は、プロセスモデルにおける

マーケティングやブランディング活動の欠如である。地域や地域資源のブランド化プロセスモデ

ルは多くの研究者から提示されているものの、その中にマーケティングやブランディング活動に

関する部分は含まれていない。地域や地域資源のブランド化を担う組織がどのようなマーケティ

ング戦略やブランディング活動を展開して地域ブランドがブランド力を持つようになったのかに

関する研究は十分ではないと思われる。  

地域ブランド（プレイス・ブランディング）論において既存研究の研究業績を検討した結果、

上で指摘した 3 つの問題点が明らかになった。以下では、指摘した 3 つの問題点をより深く検討

することにする。  

 

1．地域ブランドのブランド化を展開する主体組織範囲の曖昧さ  

地域や地域資源のブランド化においてその展開を担う主体組織が存在する。この主体組織は政

府（地方自治体を含む）と企業の 2 つに分けられる。第 1 の政府が主体になる場合は、地域全体

（あるいは、プレイス）を対象とした地域空間のブランド化であり、海外はこのブランド化をプ

レイス・ブランディングと表現し、その対象は国全体である。国全体のマーケティングやブラン

ディングはインフラストラクチャーや関連法律の改正、そして大きな資金の投入があるため、政

府以外の主体組織は考えられない。なぜなら、一般企業が地域（プレイス）のインフラストラク
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チャーや関連法理の改正を行うことはできないからである。  

第 2 は、地域資源（地域特産品やその加工品など）を生産・加工・販売している地域企業であ

る。地域資源は、前述したように企業（地域）の個別ブランドと見なすことができる。従って、

これらのマーケティングやブランディングは地域に根差した企業が主体組織になる傾向が強い。

しかし、地域団体商標制度によると、企業が生産・加工・販売している地域産品は地域ブランド

商品として認められない。なぜなら、企業が生産・販売している地域ブランド商品は地域ブラン

ドの商標として登録ができないし、その登録が可能な組織は主に地域に根ざした団体の出願であ

ることに規定しているからである。このことは、企業によって生産・加工・販売している地域の

特産品が地域ブランド商品として消費者に認識されていても、地域ブランド商品として認められ

ない問題が生じる。既存の先行研究でもこのような曖昧さを問題点として指摘していた。つまり、

先行研究の業績を分析した結果、地域のブランド化対象に関する概念と範囲 は明らかになったが、

ブランド化を担う主体組織に関する曖昧さは依然として残っている。今後、地域ブランド論研究

を進めるためにはこの曖昧さを解決する必要があり、そのためブランド化を担う主体組織を明確

しなければならない。要するに、地域の特産品やその加工品などを生産・販売した企業を含めて

地域や地域資源のブランド化を担う主体組織を改めて確立する必要がある。  

 

2．ブランド力を持つために展開する活動に関する研究の欠如  

地域（プレイス）ブランド論における地域や地域資源のブランド化対象には、地域全体（空間、

あるいはプレイス）や地域資源（産品・観光サービスなど）があり、両方をブランド化の対象と

して展開する地域もあるなど多様である。地域や地域資源のブランドが消費者に広く認知される

ために欠かせないのは、マーケティングやブランディングの活動である。ある地域ブランドがブ

ランド力を持つためには消費者からの支持が必要であり、この支持はマーケティングやブランデ

ィングなどの諸活動から形成できる。ブランディング活動はこのような重要な役割を担っている

にもかかわらず、その活動に関する研究はほとんどされずに、ブランドを構築する要素、すなわ

ちブランド要素に関することに研究が集中されている。  

Aa ker（ 1 9 9 1）は消費者が握っているものをブランド・エクイティと提唱し、このブランド・エ

クイティをブランドの名前やシンボルと結びついた資産（および負債）の集合と定義した 4 6。そ

の中、ブランド・アイデンティティはブランドの心であり魂である連想のドライバー要因でもあ

る 4 7。従って、ブランド・エクイティ形成にブランド・アイデンティティは欠かせない要素であ

る。そしてブランディングとは、ブランド・アイデンティティをマーケティング活動の中で具現

化し、顧客の心の中に理想的なブランドイメージを形成することを意味する 4 8。ブランドは消費

者の心（マインド）の中に存在するものであり 4 9、ブランディングは消費者の頭や心の中で当該

ブランドを他のブランドと差別性を持って認識させ、消費者が記憶できるよう行われる全ての活
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動である 5 0。  結局、ブランディングの鍵は消費者に製品カテゴリー内のブランド間の差異を自覚

させることである 5 1。  

ブランディング活動の主なターゲットは買い手側であり、ブランド化を担う主体組織は買い手

側に一貫した情報やメッセージを伝えなければならない。あるブランドがブランド力を持つため

には、マーケティング戦略やブランディング活動が欠かせなく、重要な活動であるにもかかわら

ず、既存研究では、ブランディング活動についてイベントの参加・開催、 P R 活動、B 級グルメな

どを分析しているだけである。地域や地域資源ブランドのブランディングがどのように結びつい

て展開したか、そしてそれらの活動は地域ブランドのブランド力形成にどのように役に立ったの

かに関する研究は十分になされていない。さらに、消費者の頭に長期間残るためには、消費者と

の接点も重要である。この接点はマーケティングの流通チャネル戦略であり、このチャネル戦略

は生産者から消費者まで届く経路である。流通チャネル戦略は単純に消費者との接点を意味して

いるわけではない。直接に消費者と会える場であり、消費者は当該地域ブランドと他地域ブラン

ドを比較する場所でもある。そのため、この流通チャネルは消費者に当該地域のブランドを強く

認知させる重要な役割を担う。この流通チャネル戦略は、製品のイメージ戦略にも影響を与える

5 2。例えば、高級イメージが高い百貨店を中心とした販売は、消費者に高級品として認識される

ことができるし、アンテナショップでの販売は専門知識を持つ販売員の接客によって消費者に地

域の情報やメッセージが伝えられる。しかし、既存の地域ブランド論研究では、これらの展開を

担った主体組織については分析されていないと思われるほど研究が少ないのが現状である。  

 

3．プロセスモデルにおけるブランディング活動の欠如  

地域ブランド論研究では、地域や地域資源のブランド化プロセスモデルが提示されている場合

が多い。既存の先行研究が示したプロセスモデルによると、地域（プレイス）と地域資源が求め

ているのはアンブレラ・ブランド戦略である。  

ある組織がブランドを作り上げ、市場に出しても消費者がそのブランドの存在を最初 から認識

することはできない。そのため、諸マーケティング戦略やブランディング活動を展開する必要が

あり、この活動はブランド化の主体組織によって展開される。先行研究では、ブランド力を持つ

ためのマーケティングやブランディングについて欠かせない活動であると示しているが、これら

を対象とした研究は行っていないまま、首尾一貫してブランド要素に焦点を当てて地域や地域資

源のブランド化研究を進めている。従って先行研究が示したプロセスモデルでは、これらの活動

について含んでいないため、既存研究の研究業績を踏まえ、前述の指摘を補う部分を加える新た

な地域や地域資源のブランド化プロセスモデルの提示が求められる。  

以上本節では、既存の地域ブランド論研究における限界点を指摘した。そして、既存研究の業

績を踏まえ、限界点が補える部分を加え、地域や地域資源のブランド化を担う主体組織の範囲と
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プロセスモデルを改めて示すことを求めた。次節では本研究が指摘した問題点の解決することが

重要であることを示しながら、今後の課題を提示する。  

 

Ⅴ．まとめと今後の課題  

本研究では、地域ブランド（あるいは、プレイス・ブランディング）論に関する既存研究者の

研究業績を中心に研究した。その結果、既存の地域ブランド論研究の特徴や限界が明らかになっ

た。ここではこれらの成果に基づいて地域ブランド論における今後の課題を提起することにする。

そのためには、次のような方向に研究努力が投入される必要がある。  

 

1．ブランド化主体組織の明確化  

本研究では、地域や地域資源のブランド化を担う主体組織の曖昧さは依然として残っているこ

とを指摘し、その曖昧さを解決して主体組織を明確化する必要があると示した。主体組織が明確

されると、昔から地域の特産品やその加工品などを生産・加工・販売した企業の商品が消費者に

地域ブランド商品として認めているにもかかわらず、地域ブランド商品として認められないこと

が避けられる。さらに、先行研究で指摘された問題点も解決できる。  

ブランド化の主体組織が明確されることによって地域や地域資源のブランド化対象もさらに明

確化ができる。既存の研究では、ブランド化対象については示しているものの、その対象の展開

主体は示していない。おそらく、その原因は地域ブランド定義の曖昧さがもたらしたと考えられ

る。その問題点もブランド化の主体組織を明確すると、その対象によって主体組織が明らかにな

るため、これに関する曖昧さもさらに明らかになるだろう。  

今後、地域や地域資源のブランド化を対象とした研究を進めるためには主体組織の明確化が求

められる。ブランドが持つ機能を享受することを狙った政府は、商標法を改正して地域団体商標

制度を施行した。この制度が掲げた目標は地域や地域資源のブランド化による地域（プレイス）

経済の活性化である。この視点から考えると、地域の特産品やその加工品など、いわゆる地域ブ

ランド商品を利用して地域経済の活性化が達成できるなら、その主体組織は政府であれ、地方自

治体であれ、企業であれ問題なくその主体組織になる。今後の課題は、企業もブランド化の主体

組織として見なして地域ブランド論を研究することであろう。  

 

2．強いブランドになるプロセスの明確化  

一般企業が製造・販売している製品、あるいは商品がブランドになるためには製品にブランド

を付けるだけではブランド力が持てない。ブランドがブランド力を持つためにはマーケティング

戦略とブランディングの活動が必要である。このような展開は買い手側にブランドの存在を認識

させる活動である。同じく地域や地域資源もブランド力を持つことは地域ならではの特徴を生か

16



したマーケティング戦略やブランディング活動の結果に他ならない。  

地域ならではの地域性を基盤にアイデンティティ設定し、イベントの開催や参加、そして、メ

ディアからの取材などを通じた情報発信の活動もブランディング活動の一部である。地域性は地

域ならではの差別性を持つものの、それを買い手側に知らせるためにはマーケティング戦略やブ

ランディング活動が必要である。これらの展開によって、買い手側は特別なものとして地域ブラ

ンドを受け入れるし、記憶（頭）の中に刻める。従って、地域のアイデンティティやイメージの

設定、レピュテーション向上を狙うマーケティング戦略やブランディング活動することは地域ブ

ランドにおける欠かせない重要な活動であるがゆえに、既存の研究では、どのようなマーケティ

ング戦略やブランディング活動を展開してきたのかについての研究は不十分である。今後は、マ

ーケティング戦略やブランディング活動をブランド化プロセスモデルに追加し、その部分も含め

た研究が求められる。要するに、ブランド化がブランド力を持つために展開する活動にも目を向

ける必要がある。  

以上、先行研究の業績を中心に分析することによって地域ブランド論の問題点と今後の課題が

明らかになった。そして、本研究では、既存研究のブランディング・プロセスにおいて見逃した

部分を加え、改めてブランディングプロセスモデルに含めて研究する必要があることを示した。

さらに、ブランド化を担う主体組織の範囲も明確することを求めた。これによって既存研究から

指摘された地域ブランドに対する曖昧さの問題点も解決できるだろう。今後は、本研究が示した

解決方法に基づいて具体的な事例研究を行うことが求められる。それによって、地域ブランド論

における新たな理論仮説が提示されるであろう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

注  

1  これは日本における地域ブランド研究の特徴であり、この地域はプレイス（ P la c e）とは少し違う概念を

持つ。例えば、日本における地域は、行政区域としての都道府県を指す場合が多い。一方、海外における

プレイス（地域）は、国家を指している。つまり、同じ地域（プレイス）と表現しても、プレイスの概念

がかなり広い概念である。  
2  地域性とは、地域が持つ固有の財産であり、それに関して詳しいことは、「地域ブランド研究に関する

考察（Ⅰ）」を参考。  
3  Ko t l e r,  P. ,  H a i d e r,  D . H . ,  a n d  R e i n ,  I . J .  ( 1 9 9 3 )、訳、 p p 9 - 2 1；白石（ 2 0 1 2）、田中道雄・白石善章・濱田恵

三編著『地域ブランド論』、 p p 1 5 - 1 7。  
4  P a p ad o p o u lo s（ 2 0 0 4）； Ka v a r a t z i s（ 2 0 0 5）； Tr eg ea r  a n d  Go r t o n（ 2 0 0 5）； Iv e r s en  a n d  H em（ 2 0 0 8）。  
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5  ここで表現した地域の概念は 2 つある。第 1 のプレイス（国、あるいは地域）における地域は、国を領

土に基づいた上級行政区画であり、例えば、日本、韓国、中国などである。第 2 の地方自治体における地

域は、プレイス内を基盤した行政区域上の地域を指す。例えば、青森県、北海道などがそれである。  
6  青木（ 2 0 0 4 /2 0 0 8）；内田（ 2 0 0 4）；村山（ 2 0 0 7）；生田ら（ 2 0 0 6）；濱田（ 2 0 1 0）。  
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9  K e l l e r（ 2 0 0 7）、恩藏直人監訳、 p 2；佐々木茂ほか（ 2 0 1 4）、 p 2 7。  
1 0  Aa k e r（ 1 9 9 1）、陶山計介・田中善啓・尾崎久仁博・小林哲訳者、 p p 9 - 11。  
1 1  青木（ 2 0 0 4）、 p p 1 4 - 1 7；青木（ 2 0 0 8）、 p p 1 8 - 2 5。  
1 2  村山（ 2 0 0 7）、 p p 1 - 2 5。  
1 3  青木（ 2 0 0 4 /2 0 0 8）；村山（ 2 0 0 7）；小林（ 2 0 1 6）；大森（ 2 0 1 8）； Ka v a r a t z i s（ 2 0 0 5）； Iv e r s en  a n d  H em

（ 2 0 0 8）。  
1 4  Am er i c a n  M a r k e t i n g  As s o c i a t i o n（ AM A）『 h t tp s : / / w w w. a m a . o r g / t o p i c s / b r a n d i n g /』  
1 5  青木（ 2 0 0 4 /2 0 0 8）；内田（ 2 0 0 4）；村山（ 2 0 0 7）生田ら（ 2 0 0 6）；大方ら（ 2 0 0 9）；小林（ 2 0 1 6）；大森

（ 2 0 1 8）； P ap a d o p o u lo s（ 2 0 0 4）； Tr e g ea r  a n d  Go r t o n（ 2 0 0 5）； Iv e r s en  a n d  H em（ 2 0 0 8）。  
1 6  K e l l e r（ 2 0 0 7）、訳、 p 5 5。  
1 7  Aa k e r（ 1 9 9 1 / 1 9 9 6）、訳； K e l l e r（ 2 0 0 7）、訳。  
1 8  Aa k e r（ 1 9 9 1）、訳、 p 1 4 9。  
1 9  青木（ 2 0 0 4）、 p p 1 4 - 1 7；青木（ 2 0 0 8）、 p p 1 8 - 2 5。  
2 0  青木（ 2 0 0 4）、 p 1 4。  
2 1  村山（ 2 0 0 7）、 p 2 0。  
2 2  小林（ 2 0 1 6）；大森（ 2 0 1 8）。  
2 3  アメリカ・マーケティング協会によると、ブランドとは「個別の売り手もしくは売り手集団の商品やサ

ービスを識別させ、競合他社の商品やサービスと差別化するためのネーム、言葉、記号、シンボル、デザ

イン、あるいはそれらを組み合わせたもの」であると示している。従ってここで表現しているブランド要

素とは、売り手（あるいは、売り手集団）のブランドを特定し、差別化するために構成しているこれらの

要素を意味している。  
2 4  K e l l e r（ 2 0 0 7）、訳、 p p 1 4 8 - 1 5 3。  
2 5  Aa k e r（ 1 9 9 1）、訳、 p 1 7 4。  
2 6  これに関して詳しいことは、「地域ブランド研究に関する考察（Ⅰ）」、あるいは『地域団体商標ガイド

ブック 2 0 1 9』、 h t t p s : / / w w w. j p o . g o . j p / s ys t em / t r a d em a r k / g a i yo / c h i d a n / t i i k ib r a n d .h t ml 参考。  
2 7  地域や地域資源のブランド化の組織については、生田ら（ 2 0 0 6）、内田（ 2 0 0 8）、中嶋（ 2 0 0 8）参考。  
2 8  P a p ad o p o u lo s（ 2 0 0 4）； Ka v a r a t z i s（ 2 0 0 5）； Tr eg ea r  a n d  Go r t o n（ 2 0 0 5）； Iv e r s en  a n d  H em（ 2 0 0 8）。  
2 9  大方ら（ 2 0 0 9）；小林（ 2 0 1 6）；大森（ 2 0 1 8）。  
3 0  地域団体商標ガイドブック 2 0 1 9、 p 1 5。  
3 1  内田（ 2 0 0 4）；村山（ 2 0 0 7）；小林（ 2 0 1 6）；大森（ 2 0 1 8）； Tr eg ea r  a n d  Go r t o n（ 2 0 0 5）； Iv e r s en  a n d  H em

（ 2 0 0 8）。  

3 2  地域団体商標制度が規定している団体は、①事業協同組合の特別の法律により設立された組合（例え

ば、農業協同組合や漁業協同組合など）、 ②商工会、③商工会議所、④N P O 法人、⑤これらに相当する外国

の法人などである。  
3 3  阿久津・天野（ 2 0 0 7）、 p 11。  
3 4  北村ら（ 2 0 0 6）、 p 7 6。  
3 5  小林（ 2 0 1 6）、 p 8 9；さらに、小林の研究では、地域に根付いた製品の育成や保護を目的に導入されたの

が地域団体商標制度であると示している、 p 8 8。  
3 6  村山（ 2 0 0 5）、 p p 2 4 - 2 6；生田ら（ 2 0 0 6）、 p p 3 9 - 4 1；中嶋（ 2 0 0 8）、 p p 4 3 - 4 5。  
3 7  上同書、 p p 4 6 - 4 7；中嶋（ 2 0 0 8）、 p 4 4。  
3 8  青木（ 2 0 0 4）、 p 1 4；青木（ 2 0 0 8）、 p 1 8；村山（ 2 0 0 7）、 p 8。  
3 9  内田（ 2 0 0 4）、 p 2 8。  
4 0  Ka v a r a t z i s（ 2 0 0 5）、 p 3 3 6。  
4 1  K e l l e r（ 2 0 0 7）、訳、 p p 2 1 2 - 2 1 4。  
4 2  白石（ 2 0 1 2）、田中ら編著、 p 1 5；青木（ 2 0 0 8）、 p 2 2。   
4 3  青木（ 2 0 0 4 /2 0 0 8）；内田（ 2 0 0 4）；村山（ 2 0 0 7）；生田ら（ 2 0 0 6）；大方ら（ 2 0 0 9）；小林（ 2 0 1 6）；大森

（ 2 0 1 8）。  
4 4  P a p ad o p o u lo s（ 2 0 0 4）； Ka v a r a t z i s（ 2 0 0 5）； Tr eg ea r  a n d  Go r t o n（ 2 0 0 5）； Iv e r s en  a n d  H em（ 2 0 0 8）。  
4 5  青木（ 2 0 0 4 /2 0 0 8）；内田（ 2 0 0 4）；村山（ 2 0 0 7）；生田ら（ 2 0 0 6）；大方ら（ 2 0 0 9）；小林（ 2 0 1 6）；大森

（ 2 0 1 8）。  
4 6  Aa k e r（ 1 9 9 6）、訳、 p 9；彼はこのブランド・エクイティの主要な資産をブランド認知、ブランド・ロイ

ヤリティ、知覚品質、ブランド連想、その他のブランド資産という 5 つに分類し、説明している。  
4 7  上同書、訳、 p 8 6。  
4 8  小林（ 2 0 1 6）、 p 5 3。  
4 9  K e l l e r（ 2 0 0 7）、訳、 p 1 2。  
5 0  伊部（ 2 0 1 0）、 p 7 0。  
5 1  K e l l e r（ 2 0 0 7）、訳、 p 1 2。  
5 2  坪井（ 2 0 0 6）、 p p 1 8 9～ 1 9 9、例えば、北海道の夕張メロンと十勝ナチュラルチーズの事例がそれであ

る。  
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白　　貞壬

ズオン　ティトゥイ

2021年3月

32 来栖　正利 株主への利益還元策から読み解く日本企業の配当政策 2020年12月

35 周　　子善
リアル小売とネット小売の品揃え形成に関する比較研究（Ⅰ）
―小売業者の品揃え形成を中心に―

2021年4月

31 向山　雅夫
眼鏡流通システム変動メカニズムの複雑性（Ⅱ）
―新業態の革新性とシステム変動―

2019年12月

フィリピンにおける地元小売企業の成長と外資の参入障壁 2017年9月

30

26 ベトナムにおける小売業の現状と課題 2016年6月

25 2015年6月

東　　利一
「モノからコトへ」は何を意味したのか
－コトの時代的意味の解明と消費の類型化－

2015年3月

■■■■■■■■■■　流通科学大学リサーチレター発行一覧　■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

21 山下　貴子 家計の金融行動と金融ケイパビリティ 2014年6月

22 孫　　美灵
学園祭模擬店プロジェクトを通じた教育事例
－簿記会計教育を主な目的として－

2015年2月

23

27
アメリカにおける会計のPh.D.教育
－Basu教授のPh.D.セミナーを中心に－

2016年8月孫　　美灵

24 東　　利一
コト・マーケティングの解明
－顧客体験を基にしたマーケティング－

2015年4月

東　　利一
ビジョナリー・マーケティング
－コト・マーケティングのインフラとしてのビジョン経営－

2021年4月

33 洪　　性舜
地域ブランド研究に関する一考察（Ⅰ）
－諸研究の展望とその特徴－

28 向山　雅夫
眼鏡流通システムの動態
－展開過程とその特徴－

2017年3月

29 白　　貞壬

36 周　　子善
リアル小売とネット小売の品揃え形成に関する比較研究（Ⅱ）
―ネット小売の品揃え形成とその特徴―

2021年4月

向山　雅夫
眼鏡流通システム変動メカニズムの複雑性（Ⅰ）
―新業態の成長と眼鏡の独自性―

2019年2月

34 来栖　正利 ブレない経営




